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税のオピニオンリーダー
それが経営者の団体「法人会」です。

一般社団法人 所沢法人会
https://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/tokorozawa/

コア山の花園
上名栗のコア山は春になると春を感じる景色が
一望できます。
低山で、桜の名所としても知られています。
飯能に山を登りに是非お越しください。
●写真提供：（一社）奥むさし飯能観光協会

2026年
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署　　長 髙　波　　　学 上田税務署長

副 署 長（総務・法人課税担当） 菅　原　和　広 （留　任）

副 署 長（個人・資産課税担当） 土　田　恭　則 関信局　調査査察部　特別国税査察官

副 署 長（管理運営・徴収担当） 横　田　大　介 関信局　徴収部徴収課　課長補佐

総務課長 杉　本　英美子 本庄署　総務課長

法人課税第一部門　統括官 小　山　昌　子 関信局　課税第二部法人課税課　実務指導専門官

法人課税第二部門　統括官 藤　岡　道　代 川越署　連絡調整官（法人）

法人課税第三部門　統括官 小松崎　和　義 新潟署　法人課税第三部門　統括官

法人課税第四部門　統括官 平　井　富美江 （留　任）

法人課税第五部門　統括官 三ツ井　正　人 国税庁　調査査察部　調査課　監理係長

法人課税第六部門　統括官 神　田　　　亨 （留　任）

連絡調整官（法人） 阿　部　一　博 （留　任）

法人課税第一部門　上席調査官 櫻　井　香穂里 所沢署　法人課税第六部門　上席調査官

税務署だより
TAX OFFICE NEWS
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特別徴収の方法による納税のしくみ

●特別徴収を徹底する取組に対するお問合せ先 埼玉県総務部個人県民税対策課 Tel：048-830-2647
●具体的な手続きに関するお問合せ先 従業員が居住する各市町村の住民税担当課へお願いします。

③5月31日まで
〈特別徴収税額通知〉

③5月31日まで
〈特別徴収税額通知〉

④6月～翌年5月
　毎月の給与支給日
〈給与から住民税を徴収〉

⑤給与支給日の
　翌月10日まで
〈徴収した住民税を納入〉

①1月31日まで
〈給与支払報告書〉

②税額の計算

各市町村従業員等
納　税
義務者

事業所
特別徴収
義務者

従業員等
の住所地

KobatonKobaton

特別徴収の方法による納税のしくみ

《所沢法人会の皆様へ》
県 税 か ら の お 知 ら せ

《所沢法人会の皆様へ》

●特別徴収とは・・・
　所得税の源泉徴収を行っている事業所の皆様が、毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員等に代わって市町村に
納める方法です。

◆事業所の皆様へ
　所得税のように、税額の計算や年末調整をする必要がありません。
　事業所の皆様が、従業員等に代わって金融機関へ出向き、納入していただくことになります。

〈地方税共通納税システムを御利用ください！〉

　複数の市町村へ一括で電子納税ができる「地方税共通納税システム」が令和元年10月からスタートしています。市町村の
指定する金融機関に限らず、多くの金融機関で御利用いただけます。是非、御利用ください。

〈従業員等の方が退職・休職した場合の残額一括の特別徴収などのお願いです〉

　退職（休職）が1月1日から4月30日までの場合は、5月31日までの間に支払う給与又は退職手当等から特別徴収できなく
なった残りの税額を一括して特別徴収しなければならないことが法律で義務付けられていますので、御理解をお願いします。
　なお、退職等が6月1日から12月31日までの場合は、特別徴収できなくなった残りの税額は普通徴収（本人納付）となり
ますが、従業員等からの申し出がある場合や外国人の方が帰国する場合などについては、退職時に支払う給与又は退職手当
等から、できるだけ一括して特別徴収していただくよう御協力をお願いします。
　また、退職等の翌月10日までに「異動届」を従業員等の居住市町村に必ず御提出ください。

◇従業員等の方は
　給与から差し引かれるため、納税のために金融機関へ足を運ぶ手間がかかりません。
　普通徴収の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの負担額が少なくてすみます。
　※　なお、当面普通徴収が認められる場合がありますので、具体的な条件などについては、下記へお問い合わせください。

埼玉県のマスコット
「コバトン」「さいたまっち」

期限内納入に
　御協力ください
期限内納入に
　御協力ください
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　地方税ポータルシステム「eLTAX（エルタックス）」をご利用
いただくと、窓口に出かけることなくオフィスや自宅から、法人
県民税・法人事業税の申告・納税ができます。
　簡単に申告書を作成することができる作成支援機能により、
税務ソフトウェアとの連携も可能です（eLTAX対応ソフトに
限ります）。
　また、電子申告に引き続いて、申告データをもとに納付情報
を発行して、「地方税共通納税システム」により、一度の手続で
全ての地方公共団体に対して電子納税をすることができます。
　法人県民税・法人事業税に関するその他の申請書等の提出や、
個人住民税の特別徴収分に関する報告書等の提出・電子納税など、eLTAXでできる地方税の手続は広がっています。
　ますます便利になっていくシステム「eLTAX」を是非ご利用ください。利用開始手続など詳しくは、eLTAXホームページ
（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご覧ください。

インターネットでカンタン申告・納税!

eLTAX（エルタックス）ヘルプデスク（電話 0570-081459（ハイシンコク））
　※上記の電話番号でつながらない場合（電話 03-6745-0720）

各県税事務所又は県税務課（TEL 048-830-2657）
【お問合せ先】

　※ 平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人県民税・法人事業税の申告は、eLTAXにより提出
しなければならないこととされました。
　また、埼玉県では、令和2年10月に発送する予定申告から、eLTAXで電子申請を行っている法人の皆様に対し、納付書・申告書等様式の事前送
付を廃止しています。送付再開を希望した法人への申告書・納付書の送付は、令和5年度（令和6年3月発送分）までとさせていただきました。

写真左から、秘書田中大様、齋藤会長

写真左から、沢辺副支部長、小谷野副支部長、
大附総務委員長、新井市長、細田副会長、
天ケ瀬副支部長、神田監事、吉澤監事

写真左から、小久保副支部長、小谷野市長、
照沼副会長、露木厚生委員長

写真左から、小林研修委員長、吉澤副会長、
杉島市長、齋藤会長

税制改正提言

〈飯能市役所〉

〈市來衆議院議員事務所〉

■税制改正提言
　所沢法人会は、全国法人会総連合が取り纏めた『税と社会保障を一体的に改革
し、国民負担のあり方を改めて考える必要があること』を求める令和8年度税制
改正提言の提言活動を行いました。
　会長、副会長、委員会の委員長等は国会議員事務所、各市長を訪問し、「令和
8年度税制改正に関する提言」を手渡しました。

〈杉村衆議院議員事務所〉

写真左から、秘書髙橋明宏様、齋藤会長、
泉津井埼玉県議会議員

〈所沢市役所〉

写真左から、小野塚市長、日向副会長

〈柴山衆議院議員事務所〉

写真左から、齋藤会長、秘書大塚隆浩様

〈狭山市役所〉 〈入間市役所〉
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　所沢法人会所沢支部は令和8年1月30日（金）地域社会貢献事業として「新春公開

講演会」を所沢まちづくりセンターホールに於いて開催しました。日向支部長による

開会挨拶の後、経済アナリストの森永康平氏にご登壇いただき、「2026年日本経済

の現状と展望」をテーマにご講演をいただきました。

　講演では、直近の流行商品を例に挙げ、流行のサイクルが過去は数年間だったも

のが1年へ。さらに今は数か月へと超短縮傾向にあるので企業は流行に乗っても商品

の増産には慎重になっている現状を解説しました。

　続いて物価高騰・インフレについて、インフレには2種類あり、今はどちらが現状

に近いのか、また政府や日銀の対応方法はどう変わってくるのかをわかりやすく説明されました。最後に人手不足問題について、

労働生産人口減少と問題表面化のタイミングが10年以上離れたのは、女性の活躍が問題の食い止めに繋がったのではないかと持論

を述べられ、講演は終了となりました。

　時折ユーモアを交えながらもわかりやすい講演に会場の参加者は楽しく聴講し、充実した講演となりました。

　所沢法人会入間支部は令和8年2月4日（水）地域社会貢献事業として「公開講演会」

を入間市産業文化センターホールに於いて開催しました。吉澤支部長による開会挨拶

の後、ロンドンオリンピック女子柔道金メダリストの松本　薫 氏 をお招きし「野獣

が見つけた、本当の強さ～挑戦はいつからでも遅くない～」と題してご講演をいただ

きました。

　講演では、冒頭、オリンピックメダルの重さの変遷、オリンピックでの一番の思い

出等をご披露され、会場の興味をぐっと引きつけた上で、ご自身の柔道人生の歩みに

ついて、①自分は1%の天才ではなく99%の凡人で才能はなかった。②柔道で高校に

進学するも挫折し地元に戻る。③挫折を経験することにより反骨精神に火が付き、頑張りに頑張って日本一になる。④それでも世界

との壁が大きく、それを乗り越えるために「野獣」という柔道スタイルを確立。⑤母親をロンドンに連れて行くという思いを胸に

オリンピックに臨み、金メダルを獲得。⑥今度は父親をリオデジャネイロに連れて行くという思いでオリンピックも臨んだものの、

油断から準決勝で敗れるも、銅メダルを獲得。と説明されました。そして「目標を持って走っていく過程、それが自分にとって大きな

財産となった。そして柔道は自分を人に感謝できる人間に育ててくれた。」と結ばれました。

　講演会の最後には、未来の柔道家を目指す子供たちからの多数に質問にも丁寧にお応えいただき、大盛況の中講演会終了となりました。

　所沢法人会狭山支部は令和8年2月5日（木）、地域社会貢献事業として「新春講演会」

を狭山市市民会館小ホールに於いて開催いたしました。照沼支部長による開会挨拶の

後、東京大学先端科学技術研究センター講師・軍事アナリストの小泉 悠氏をお招き

し「ロシア・ウクライナ戦争と日本の安全保障」と題し、ご講演をいただきました。

　講演では、昨今のロシア・ウクライナ戦争の現状やなぜ起きたか、戦争の性質、日

本の安全保障政策、等についてお話をいただきました。

　講演会後には会場からたくさんのご質問の声が上がるなど、とても充実した講演内

容となりました。
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支
部 会　　員　　名 住　　　　　所 支

部 会　　員　　名 住　　　　　所

所
　
　
　
　
沢

狭
　
山

（同）ＮＥＮＥ 所沢市北所沢町2196-30　
Buena CASA103　　　

吉田　佳代 所沢市小手指町1-15-10
小手指駅前ビル1階

ＩＴトレーディング㈱ 所沢市南永井394-4

遠藤　雅代 所沢市小手指元町2-7-26

㈱彩建コーポレーション 所沢市東狭山ヶ丘1-68-6

㈱ＣＡＲＥＭＡＮ 飯能市前ヶ貫258-19

ＲＦ共創 飯能市川寺641-96

こうのコンサルティング 飯能市美杉台7-8-9

㈱ＴＫＯファミリー 狭山市新狭山2-15-22

㈲オギケン 狭山市南入曽615-5

飯
　
　
能

そ
の
他

㈲大河原 狭山市狭山19-10

ティナ㈱ 狭山市水野357-101

㈱ヤマハ商会 狭山市北入曽1444-7

㈱ＰＲｉＳＭ　Ｌａｂ 狭山市祇園17-7水村ビルD

㈱カトウ工務店 入間市二本木1185-1

㈱ハウスリンク 入間市下藤沢638-1

（同）ナカザワ 入間市高倉3-6-7

㈱ＦＬＡＴ 入間市宮前町6-10-5

㈱カオハナ 入間市上藤沢381-10

㈱ＪＰスタッフ 豊島区南池袋1-16-15
ダイヤゲート池袋5階

所沢法人会　新入会　会員紹介 ●令和7.12.1～令和8.2.28
※情報公開に同意いただいた新会員様のみ掲載

狭
　
　
　
山

入
　
　
　
　
間

　所沢法人会は令和8年2月28日（土）、地域社会貢献活動の一環として青年部会が主催となる
「青少年健全育成特別講演会」を所沢市民文化センター（小ホール）に於いて開催しました。
　当日は小学生高学年の児童を中心に約280名が集まり、所沢法人会齋藤栄作会長による主催
者挨拶、青年部会矢島崇行部長による開会挨拶の後、第1部として租税教育ビデオ「ポカポカ
村の危機」を上映し、税の役割や大切さを学びました。その後、第2部では元大関栃ノ心の
「栃ノ心剛史（本名：レヴァン・ゴルガゼ）」氏をお招きし、「ジョージアから“心”の軌跡」と
題しご講演いただきました。
　講演では、子供の頃のジョージアでの思い出、大相撲に挑戦することになった経緯、新弟子
時代、日本語がわからず、つらい経験をしたこと、大怪我で一度挫折しそうになりながらも、
大関に昇進するまでの努力等について、会場参加者の心に響くお話しをいただきました。また
講演の最後には子供たちからの多数の質問にも丁寧にお応えいただき、大盛況の中、閉会と
なりました。

第26回青少年健全育成特別講演会第26回青少年健全育成特別講演会

　1月17日（土）、「令和8年｠一般社団法人所沢法人会飯能支部初詣」が開催され
ました。飯能支部の会員とそのご家族も参加され、約30名の参加者は『成田山
新勝寺』や『香取神宮』で参拝を行いました。天気にも恵まれ、1月とは思えない
暖かい一日でした。
　昼食では、成田名物の鰻重を食べ、初詣参加者は心もお腹も大満足となる
一日になりました。

飯能支部実務研修会

第31回職場対抗ボウリング大会入賞チーム（敬称略）第31回職場対抗ボウリング大会入賞チーム（敬称略）

おめでとう
　ございます。

優　勝　モガ ㈱モガインターナショナル東京
準優勝　ネクサス・アイ ㈱ネクサス・アイ
第三位　森三中 ㈱狭山ゴルフ・クラブ

優　勝　今野　勇大 ㈱ネクサス・アイ
準優勝　藤原　純夫 ㈱モガインターナショナル東京
第三位　栗原　浩太 ㈱ネクサス・アイ

優　勝　三浦　宏子 ㈱モガインターナショナル東京
準優勝　長谷川　恵子 ㈱狭山ゴルフ・クラブ
第三位　長島　しず子 ㈱モガインターナショナル東京

団体の部

男性の部

女性の部



10

２　
　
　
　
　
　
　

月

１　
　
　
　

月

11月

12　
　
　
　
　
　
　

月

  税制改正提言活動｠
 7日 （於：衆議院議員事務所）
｠  （於：所沢市役所）
 15日 （於：参議院議員事務所）
 27日 （於：入間市役所）
 1日 （於：飯能市役所）　
 15日 （於：狭山市役所）
｠  生活習慣病健診
 1・2日 （於：所沢市民文化センター ミューズ）
 3日 （於：狭山市市民会館）
 9・18日 （於：入間市産業文化センター）
 3日 年金制度説明会
  （於：所沢商工会議所　会議室）
 8日 青年部会／狭山支部租税教室
  （於：狭山市立南小学校）
 15日 第2回広報委員会
  （於：狭山市　大穀）
  狭山支部／会員増強会議
  （於：狭山市　トレスカーサ粋）
 14日 青年部会／所沢支部租税教室
  （於：所沢市立清進小学校｠）
 16日 青年部会／入間支部租税教室
  （於：入間市立東金子小学校｠）
 17日 飯能支部／実務研修会
  （成田山新勝寺）
 22日 第31回職場対抗ボウリング大会
  （於：狭山市　新狭山グランドボウル）
 30日 所沢支部／新春公開講演会
  （於：所沢まちづくりセンターホール）
  法人税・消費税申告説明会
 29日 （於：入間市産業文化センター）
 30日 （於：狭山市市民会館　会議室）
 3日 （於：所沢市民文化センター ミューズ）
 4日 （於：飯能商工会議所　会議室）
 4日 入間支部／公開講演会
  （於：入間市産業文化センターホール）
 5日 狭山支部／新春講演会・会員交流会
  （於：狭山市市民会館・狭山市　ニックス）
  女性部会／第4回役員会・新春研修会
  （於：飯能市　ホテル・ヘリテイジ）
 12日 青年部会／下期役員会・全体会
  （於：所沢市　プラスペース所沢）
 16日 第2回総務委員会
  （於：入間市　魚いち）
｠  所沢支部／第3回正副支部長会議・役員会
  （於：所沢商工会議所　会議室）
 18日 第3回正副会長会議/組織厚生委員会合同会議
  第3回理事会
  （於：狭山市　ニックス）
 28日 第26回青少年健全育成特別講演会
  （於：所沢市民文化センター ミューズ）

開催日 事 業 名

第2回広報委員会年金制度説明会

法人税・消費税申告説明会青年部会／所沢支部租税教室

女性部会/新春研修会女性部会/第4回役員会

青年部会／全体会青年部会／下期役員会

組織厚組織厚生委員会第2回総務委員会

第3回理事会

令和
７年

令和
８年
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１．自動振替手続がお済みの会員様
振替日は令和8年6月29日（月）となります。
女性部会・青年部会の会員様につきましては、部会の年会費も併せて振替させていただきます。
２．振込でご納入の会員様
6月中にお送りする『年会費納入のお願い』をご確認いただき、お振込みの手続きをお願いいたします。
振込先金融機関は、埼玉りそな銀行／所沢支店となります。
（お振込み手数料につきましては、会員様にてご負担をお願いいたします。）
＊自動振替の場合、会員の皆様には手数料がかかりません。
お振込みで会費を納入されている会員様には、是非、会費自動振替のお手続きをお願いします。
お手続きにつきましては、事務局までご連絡をお願いいたします。
尚、自動振替への切り替えには、所定の手続き時間を要しますので、予めご了承をお願い申し上げます。

＊請求書・領収書がご入用の場合には、お申し出下さいますようお願い申し上げます。
請求書・領収書はこれまで郵送にて送付しておりましたが、電子帳簿保存法改正への対応や会員様への案内迅速
化のため電子請求書・電子領収書へと切り替えさせていただいております。どうぞご理解を賜りますようよろ
しくお願いいたします。

一般社団法人所沢法人会

『令和8年度分の年会費』の納入をお願いします

　法人会では、毎年、会員企業様に税制改正アンケート調査を実施し、その結果に基づき、会員企業様の役に立つ
「税に関する提言」を国・地方自治体に行っています。
　皆様の貴重なご意見が税制改正に反映されます。税制改正アンケートへのご協力をよろしくお願いします。

［回答方法］
① 同封の  税制改正アンケートにご協力をお願いします  をご参照のうえ、スマートフォンもしくはパソコンから
設問画面に入ってご回答をお願いします。　　　　　

② 所沢法人会ホームページからもアクセスできます。
　https://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/tokorozawa/
⇒   特 集 　⇒　　　『税制改正アンケート』

税制改正アンケートへのご協力をお願いします

一般社団法人所沢法人会第14回定期総会を以下の日程で開催します。

　開催日時：令和8年5月26日（火）14：00～
　会　　場：飯能市「 ホテル・ヘリテイジ 」　　　　　　　　　　　　　　　　

※　公開講演会には講師として棋士の「 杉本 昌隆 氏 」をお招きする予定です。
※　総会開催のご案内は、往復ハガキにて5月上旬に発送いたします。
　　返信ハガキの『定期総会出欠の回答』を必ずご返信ください。
　　尚、総会をご欠席される場合は、委任状欄のご記入をお願いいたします。

第14回定期総会
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